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経済企業委員会会議録 

 

平成２７年７月１日 水曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ０時１３分閉議（実時間１２５分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第５３号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第７０号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第２号（関係分） 

１．議案第６９号・八代市簡易水道事業給水条

例の一部改正について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （フードバレーやつしろ基本戦略構想に基

づく産業用地適地選定調査結果について） 

  （日奈久温泉施設「西湯」ボイラー故障に

よる休館について） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  野 﨑 伸 也 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  笹 本 サエ子 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  松 永 純 一 君 

委  員  村 上 光 則 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   池 田 孝 則 君 

 
  経済文化交流部  
            宮 村 明 彦 君 
  総括審議員兼次長 
 
 
  理事兼  
            桑 原 真 澄 君 
  国際港湾振興課長 
 

 スポーツ振興課長  福 島 眞 一 君 

 観光振興課長    岩 崎 和 也 君 

 商工政策課長    川 野 雄 一 君 

 農林水産部長     垣 下 昭 博 君 

 農林水産部次長   黒 木 信 夫 君 
 
  農業振興課長兼  
            山 本   誠 君 
  食肉センター場長 
 
 
  農業振興課副主幹兼  
            田 中 和 彦 君 
  農産係長 
 

 農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農林水産政策課副主幹兼  
            田 島 良 洋 君 
  営農支援室長 
 

 フードバレー推進課長 高 﨑   正 君 
 
  フードバレー推進課副主幹兼  
            髙 田 剛 志 君 
  フードバレー推進係長 
 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 

                                

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（増田一喜君） それでは、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）それでは、定刻となり定足数に達しま

したので、ただいまから経済企業委員会を開会

いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第５３号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 議案第５３号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 
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 それでは、まず、歳出の第６款・商工費及び

第９款・教育費について、経済文化交流部から

説明願います。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、池田経済文化

交流部長。 

○経済文化交流部長（池田孝則君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）経済文化交流部の池田でござい

ます。 

 それでは、議案第５３号・平成２７年度八代

市一般会計補正予算・第１号中、第６款・商工

費及び第９款・教育費につきまして、宮村経済

文化交流部の総括審議員兼次長が説明をいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 宮村経済文化交流部

総括審議員兼次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）経済文化交流部

総括審議員兼次長の宮村明彦です。よろしくお

願いいたします。座って説明いたします。（委

員長増田一喜君「はい」と呼ぶ） 

 議案第５３号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算書・第１号の１５ページをお開きくだ

さい。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費といたしまして、補正額７７９万６０００

円を計上しているもので、補正額は、――補正

後は９億３０４万９０００円となります。 

 財源内訳といたしまして、国県支出金が３４

８万８０００円です。これは県の地域づくり夢

チャレンジ推進事業補助金で、補助割合は事業

費の２分の１となっております。残額は一般財

源４３０万８０００円となっております。 

 説明欄をごらんいただきたいと思います。補

正事業は、地域づくり夢チャレンジ推進補助金

事業・クルーズ客船を通じた観光客誘致事業６

９７万７０００円と、台湾基隆港友好交流事業

８１万９０００円の２つの事業となっておりま

す。 

 まず、クルーズ客船を通じた観光客誘致事業

から説明いたします。この事業は、外国クルー

ズ客船の八代港寄港に伴い対応するための事業

で、県の地域づくり夢チャレンジ事業を活用

し、必要な経費を計上しております。予算の内

訳といたしましては、本町商店街及び日奈久温

泉街などを巡回するシャトルバスの運行委託費

２８７万３０００円、乗船客や乗組員などへの

観光や買い物などの無料情報案内を行うＷｉＦ

ｉの設置委託費１００万円、案内看板やチラシ

の作成委託費１８４万３０００円、通訳への謝

礼やイベント協力団体への謝礼６５万円などと

なっております。なお、今回の補正予算の計上

となりました理由といたしまして、県夢チャレ

ンジ事業補助金の内示が６月にあったためでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 次に、友好交流事業につきましては、別紙資

料をごらんください。こちらでございます。 

 こちらの資料の、別紙資料の目的に記載して

おりますように、今後八代港がさらに発展して

いくためには、成長が著しい東南アジアの玄関

口として、台湾との航路開設が重要と考えてお

ります。航路開設に向け、八代港と台湾基隆港

との友好交流を図るものでございます。２番目

に書いておりますが、経過につきましては、平

成２６年２月に、中村市長が台北経済文化代表

処沈斯淳駐日代表を表敬訪問しております。４

月に、沈代表が中村市長を訪問されておりま

す。７月と４月に、市長並びに議長様方が台湾

を訪問され、６月２２日には、林基隆市長、宋

議長の皆様方が本市を訪問されておられます。 

 別紙の、八代港、基隆港友好交流確認書をご

らんいただきたいと思います。 
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 読み上げさせていただきます。 

 八代港、基隆港友好交流確認書。 

 八代市と台湾港務株式会社基隆港務支社は、

八代港と基隆港の発展に向け、互いに協力して

いくことについて、次のとおり確認する。 

 １、八代港と基隆港とのつながりを作るこ

と。 

 ２、コンテナ航路とクルーズ航路の就航に向

けて協力すること。 

 ３、両港の発展に資する経済をはじめとする

様々な分野での交流を図ること。 

 本確認書は、日本文及び中国文により各２通

作成し、双方が１通ずつ所有するものとする。 

 ２０１５年８月１０日。日本国熊本県八代

市、八代市長中村博生。台湾港務株式会社基隆

港務支社、総経理蔡丁義。 

 以上でございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、最初

の資料にお帰りいただきたいと思いますが、今

後のスケジュールといたしましては、８月１０

日に調印式が予定されております。出席者は、

八代市側から、市長、議長、地元経済団体の関

係者の方々、立会人として県知事を予定してお

ります。基隆市側からといたしまして、台湾港

務株式会社基隆港務支社総経理、立会人として

基隆市長を予定しております。なお、来年１月

から２月にかけまして、基隆市で八代物産フェ

アを開催する予定となっております。予算の内

訳といたしましては、市長ほか職員４名、計５

名分の旅費等７２万３０００円、記念品代５万

２０００円などとなっております。なお、本来

ですと当初予算に計上すべきところでございま

すが、台湾情勢等を考慮いたし、６月補正とな

ったものでございます。 

 以上で、目２・商工振興費の説明を終わりま

す。 

 次に、目３・観光費の補正額は、日奈久温泉

観光振興事業費として４３万円を計上しており

ます。 

 財源内訳のその他１００万円は、地域社会振

興財団の長寿社会づくりソフト事業費交付金と

なっております。この補助金につきましては、

昨年度申請しておりましたものの、内示が当初

予算に間に合わないことから、当初予算で一般

財源５７万円を計上しておりました。このたび

財団より補助金の内示があり、１００万円全額

を事業費に充て、市の一般財源、当初予算一般

財源５７万円全額を減額することといたしたも

のでございます。 

 説明欄の、日奈久温泉観光振興事業は、９月

１９日及び９月２０日、日奈久で開催予定の、

第２４回全国山頭火フォーラムｉｎ日奈久のイ

ベント等の実施に要する経費の一部を補助する

もので、内訳といたしましては、山頭火ゆかり

の日奈久から人吉、あさぎり町までのゆかりの

地めぐりのバスツアーの実施や、ポスター、チ

ラシ作成費などとなっております。イベントの

内容は、別紙ごらんいただきたいと思います。 

 以上で、目３・観光費の説明を終わります。 

 続きまして、予算書の１７ページをお開きい

ただきたいと思います。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目６・文

化財保護費の補正額でございますが、補正額は

５００万円で、財源内訳といたしまして、全額

その他の財源５００万円となっております。こ

れは、自治総合センターコミュニティ助成金で

ございます。 

 説明欄にあります自治総合センターコミュニ

ティ助成事業・伝統文化財保存事業は、上鏡獅

子組保存会及び中島町町内会それぞれが実施さ

れます、演舞の際の衣装整備に要する経費を助

成するものでございます。 

 資料を配付しておりますので、ごらんいただ

きながらお聞きいただければというふうに思い

ます。 

 まず、上鏡獅子組保存会上鏡獅子組衣装整備
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費２５０万円につきまして説明いたします。上

鏡獅子組は、現在、上鏡天満宮の祭礼に奉納さ

れておられます。演舞には、獅子、玉振り、楽

団、世話役が出演しますが、現在、獅子、玉振

り以外の役は、ふだん着の上にはっぴを着て出

演しておられ、観客から衣装のふぞろいを指摘

されることもたびたびあり、衣装を新調するこ

とで、会員の保存継承への意欲を高め、後継者

育成につなげるため、２人分の子供用玉振りの

衣装、１１人分の楽団の衣装、８人分の世話役

の羽織、たっつけ袴をそろえるものでございま

す。なお、上鏡獅子舞は、平成１６年に市の無

形民俗文化財に指定しております。 

 次に、中島町町内会祭事衣装整備２５０万円

につきまして説明いたします。中島町保存会

は、八代妙見祭に蜜柑の笠鉾を約３００年出し

続けておられますものの、衣装の老朽化対策及

び衣装不足を補充することにより、国指定重要

無形民俗文化財にふさわしい衣装とするため、

１６人分の子供用袴、裃袴、長着、１１人分の

大人用の長着、羽織、たっつけ袴等を衣装整備

を行うものでございます。 

 以上で、項７の社会教育費、目６・文化財保

護費の説明を終わります。 

 続きまして、次ページをお開きください。 

 款９・教育費、項８・社会体育費、目６・社

会体育事業費の補正額は５３４万８０００円

で、財源は全て一般財源でございます。 

 説明欄にありますように、新市誕生１０周年

記念事業として、大相撲八代場所を１２月９日

に開催する予定としており、その経費にかかわ

るものでございます。 

 予算の説明に入ります前に、６月補正計上と

なりました経緯につきまして説明させていただ

きます。 

 本市では、市町村合併による新八代市の誕生

を記念して、新市誕生１０周年記念事業が企画

されたところでございます。昨年１１月に開催

されました大相撲芦北場所の実行委員会の方

が、同年７月に本市に来庁され八代市への広報

活動の依頼を受けた際に、合併１０周年記念事

業としての大相撲芦北場所の開催を知り、本市

での記念事業として開催できないかと考えたと

ころでございます。その後、１１月の芦北場所

の視察、大相撲巡業の誘致に必要な条件の把握

等情報収集を行い、大相撲は老若男女を問わず

楽しむことができ、ちびっこ相撲等を通した力

士との触れ合いを通して青少年の健全育成にも

つながり、本市の知名度の向上及び経済効果も

期待できることから、新市誕生１０周年記念事

業として開催することを市として決定し、誘致

に乗り出したところでございます。大相撲人気

による九州各地から誘致の中、――九州各地の

誘致の中、ことし２月９日に、日本相撲協会か

ら巡業スケジュールに入れ込む予定であるとの

報告をいただき、日程の正式な決定がなされ本

市へ報告されたのが４月２日であったことか

ら、当初予算への計上が間に合わず６月補正と

なったところでございます。御理解いただきま

すようお願いいたします。 

 また、今回の大相撲八代場所におきまして

は、実行委員会からの御好意により、八代市分

としまして約４００席の無料招待席を確保いた

だいておりますので、関係機関と相談し、市民

の方々を御招待いたしたいと思っているところ

でございます。 

 予算の内訳といたしましては、会場となりま

す総合体育館の準備から撤去までの４日間の使

用料２１２万６０００円、看板等の作成費８０

万３０００円、警備委託料６３万８０００円、

会場と駐車場を巡回するバスの借り上げ料３１

万４０００円等となっております。 

 以上で、項８・社会体育費、目７・社会体育

事業費の説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部
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分について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。ありませんか。 

○委員（松永純一君） はい委員長、よかです

か。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。地域づくり夢チ

ャレンジのクルーズ客船のことですけども、こ

としはですね、平成２７年度は１０隻が寄港す

る予定だということで、それなりの経済効果が

上がるものというふうに、非常に期待をしてお

りますが、この６９７万７０００円は、もう既

に２隻か何か来てますよね。で、今から寄港す

る８隻について、この６９７万７０００円を使

っていくという理解でいいのかどうかが１点

と、それから、じゃあこの、今まで来た２隻に

ついてはどうなっていたかという整合性と、２

９日に寄港したのが、私も御案内あったんです

がちょっと行けなくてですね、見れなかったん

ですけども、新聞で見ますと、ツアーバスのバ

スがあったように、きょう新聞で見ました。

で、これについてのバスについては、市が委託

したものでなくて、エージェントなりが手当て

したものなのか。何か新聞によると、熊本城と

かに行ったっていうようなことが書いてありま

したけども、もちろんもう一つの考え方は、当

初予算で市が単独で手当てしていたかもしれま

せんけども、そういったものなのか、エージェ

ントが手当てしたものなのか、その辺、二、三

点お聞かせいただきたいと思いますが。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 桑原理事兼国際港湾

振興課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。おはようございます。（｢おはようござい

ます」と呼ぶ者あり）国際港湾振興課の桑原で

ございます。ありがとうございます。 

 まず、１点目でございますけれども、今回補

正を計上させていただいておりますのは、議決

後の７月２３日からの以降の７船分でございま

す。これまで一応、６月１４日スカイ・シー・

ゴールデン・エラ、２９日がボイジャー・オブ

・ザ・シーズ、来週また、７月６日、１３万ト

ンのボイジャー・オブ・ザ・シーズが入ります

が、その分については既決、当初予算のほうで

対応するということでございます。 

 それから、３点目でございますけれども、一

昨日のボイジャー・オブ・ザ・シーズに係るバ

スツアーについては、今議員おっしゃられまし

たとおり、旅行代理店、エージェントのほう

が、一応ですね。バスツアーのほうが１８８８

名参加しておられますけれども、これについて

は５２台、一昨日は、に乗車して、で、２コー

スに分かれて周遊を行っております。１つ目

が、熊本城から阿蘇のほうに行かれまして、草

千里を見学してまた帰ってくるコース、それと

もう一つが、熊本城行かれて菊池渓谷のほうに

行かれた、２コースでございます。一部のバス

については、帰りに八代のイオンのほうに立ち

寄られたというふうに伺っております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。参考までに、こ

のシャトルバス運行委託の２８７万３０００円

は、延べ何台になりますか。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） はい、桑原課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） ２

８台になります。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ２８台だったら、１台

１００万。（｢１０万」と呼ぶ者あり）１０万

か。２８台ですね。２８０万か。２８台か。 
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 はい、まあいいです。はい。（委員長増田一

喜君「いいですか」と呼ぶ） 

 ２８台ならば。 

○委員長（増田一喜君） はい。いいですね。 

 ほかにありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） この、その次の台湾と

の話なんですが、これはですよ、八代市と民間

の会社が友好交流を結ぶという話なんですか。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） はい、桑原課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） 失

礼します。これにつきましては、この台湾港務

株式会社基隆港務支社ということでございます

けれども、この台湾港務株式会社というのは、

国１００％投資の、いわゆる台湾の国内の主な

港の管理会社ということでございまして、そこ

との確認書、覚書を交わすということでござい

ます。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。八代市と、その

管理会社が結ぶとじゃなくてですよ、八代市は

自治体だけんが、そこの市と結ぶとが何か大切

なような気がせぬでもなかですばってん、その

会社と結ばれた意図っていうとは何かあっとで

すか。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） 桑原課長。 

○委員（亀田英雄君） ああ、済みません、も

う一つ。 

○委員長（増田一喜君） はい。はい、亀田委

員。 

○委員（亀田英雄君） その意図と、なぜその

市と結ばなかったのかって２つ。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） はい、桑原課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。先ほど、うちの宮村総括のほうから御説明

も申し上げましたけれども、駐日の台北文化経

済代表処、いわゆる国交がございませんので、

いわゆる大使ということでございますけれど

も、市長のほうからですね、いわゆる台湾の、

八代港と何か友好を結べるような港を御紹介い

ただけないかというところからですね、大使の

ほうから台湾本国のほうにお話が行きまして、

で、昨年７月に市長、議長ほか訪問した際に、

向こうの、日本でいう国土交通省に当たります

交通部から、基隆港はいかがでしょうかと御紹

介を受けたというところでございます。 

 で、そういった性質の、株式会社とはいいな

がらも、いわゆる国の会社というようなところ

でございまして、で、いわゆるハード整備とか

ですね、そちらのほうを何か進めていくという

ことではなくて、基本的なところは、コンテナ

航路でありますとかクルーズ航路、あるいは民

間の交流あたりを振興していきましょうという

ところの確認というかですね、そういうところ

を結んでいくというところでございます。 

 ちなみに、この基隆港務支社、台湾港務株式

会社のほうはですね、これまでに、沖縄の那覇

港――那覇と、中国の廈門とか上海あたりと、

こういった覚書を交わしてらっしゃるというこ

とでございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 何となくわかったよう

なわからぬと、あれですが。 

 で、今後どのようにして進めていくつもりで

すか。何かこうやっぱ、台湾とのその関係の発

展、将来的な考え方ですか、お聞かせくださ
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い。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。 

○委員長（増田一喜君） はい、桑原課長。 

○理事兼国際港湾振興課長（桑原真澄君） は

い。ありがとうございます。 

 実は、このまえ４月に、市長、議長、台湾の

ほう訪問させていただいたときに、一応その確

認書の合意に向けた調整も行いましたけれど

も、その際に、基隆市長と議長にも表敬訪問す

ることができました。その際、大変大歓迎を受

けたところでございますけれども、実は、この

基隆市長が、就任されたばっかりということで

ございまして、昨年１１月の末に台湾のほうで

は、御存じかもしれませんけれども、統一地方

選が行われて、で、基隆市長が変わられたとい

うことで、基隆市長と早々にお会いするのがか

なわなかったというところでありますが、で、

たまたま４月にお会いできて、で、そこで大歓

迎を受けてですね、基隆市長のほうは、まず港

同士のつながりをつくっていただいて、で、そ

の先にですね、この前も４０名ほど、６月の２

２日に、基隆市長、議長含めた訪問団がお越し

いただきましたけれども、この、まずは港で、

先々には友好都市あたりを視野に入れながら交

流を深めていきたい、基隆市長のほうからも表

明があったところでございます。 

 以上でございます。（委員亀田英雄君「わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい。ほかにありませんか。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） さっきの大相撲なんで

すが、健全化は別としてですね、この会場の使

用料について、一般質問であったと思っとっと

ですが、どこまでであったかちょっと覚えとら

ぬですが、今後の考え方ですよね。今回この、

こっばどうのこうのって話じゃなかっですが、

市営の、市の施設に対して、市有施設に対し

て、会場使用料ばこんな形で払っていかんばん

じゃなかですか。何となく不自然ですたいね、

聞いとって。で、今後、何かこう、どやんかせ

ぬばんとじゃなかろうかという気もせぬでもな

かですばってんが、あって、イベントばすっと

たんびに体育館ば借れば市は、自分たちの施設

なのに借っていかぬばんとか、減免とかいろい

ろ交渉すべきであると私は思うとですが、その

辺の考え方について、何かあればですね。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。亀田委員さんからの御指摘、ごも

っともだと思ってます。経済文化交流部になり

ましたので、交流促進を図っていくと、施設を

活用して交流促進を図っていって経済効果を生

み出すということが、我々の課せられた役割か

なというふうに思ってます。 

 そういう中での使用料につきましては、今、

指定管理制度をつくった、――導入しておりま

して、指定管理制度を導入したその団体さんの

ほうでは、この使用料って非常に大事な収入源

でございますので、それを減額するっていうこ

とに関して、なかなか難しい面がございます。

しかしながら、委員がおっしゃることはごもっ

ともでございますので、他市の状況等も勉強さ

せていただいて、制度の勉強もさせていただい

て、検討していきたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（増田一喜君） はい。いいですか。 

 ほかありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り） 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。相撲の関係で。

事業内容でですね、いろいろお話ししていただ
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きましたが、その他で多分１５０万ぐらい御説

明がなかったですけど、そこら辺のところは。 

○スポーツ振興課長（福島眞一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 福島スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（福島眞一君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）スポーツ振興課の福島です。きょうは

よろしくお願いします。 

 ただいま、補正予算の内容についてですね、

説明をお願いしますということですので、お答

えしたいと思います。 

 今回５４３万８０００円の予算をお願いして

おりますが、まず、大相撲芦北場所でのです

ね、芦北町の側面的な支援ということで、支援

内容を参考にさせていただきました。大相撲巡

業を八代市に誘致するために必要な経費とし

て、今回八代市としましては、実行委員会の収

支には関与せず側面的な支援ということで、施

設の使用料、バスの経費、看板作成などの経費

を計上しております。 

 内容としましては、消耗品で２１万５０００

円。場内の案内看板などを作成するためのプリ

ンターのロール紙、インクなどでございます。

また、ごみ袋とか靴袋、傘袋などの消耗品費と

しまして８万３０００円、駐車場のライン引き

の石灰で７５００円、養生テープあたりについ

て８万６４００円の消耗品となっております。

トータルで２１万５０００円でございます。手

数料としまして、８０万３０００円を計上いた

しております。内容といたしましては、ＰＲ用

の啓発用の看板６カ所分でございます。総合体

育館、市役所で２カ所、八代駅前、新八代駅、

図書館の広告塔で、６カ所分としまして３０万

７０００円を計上いたしております。案内看板

としましては、駐車場の案内看板等で１５台

分、２４万５０００円です。それと、相撲のの

ぼり旗、これについては５本分、２５万計上し

ております。次に、委託料でございますが、１

３１万７０００円を計上いたしております。当

日の会場及び駐車場の警備の委託料としまして

６３万８０００円、それと、会場の設営、片づ

け業務の委託料について５６万、土俵の土の処

分料としまして８万６０００円、それと、ごみ

の処分料で３万２０００円。続いて、使用料と

しまして、３０１万３０００円でございます。

内容といたしましては、仮設トイレの賃借料３

基分でございます。１９万５０００円です。次

に、テントの賃借料としまして３７万７０００

円を計上いたしております。と、マイクロバス

の借り上げ料としまして５台分、３１万４００

０円を計上いたしております。最後に、総合体

育館の使用料といたしまして４日分の２１２万

６０００円を計上させていただいております。

総額で５３４万８０００円となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） いいですかね。 

 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。 

 ちょっと別な質問します。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○委員（野﨑伸也君） 日奈久温泉観光振興事

業で、今回は、当初予算で一般財源からという

ことで出されてた分が、今度は、長寿社会づく

りソフト事業交付金が内示あって活用できると

いうことで、当初予算の予算について、５７万

については減額全てするということで、かわり

に４３万円のこの補助金、――交付金か、のほ

うを使うということなんですか。少しお金のほ

うが、５７万から４３万に減ってるというふう

に思うんですけど、そこら辺のところは。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 岩崎観光振興課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）観光振興課の岩崎です。どうぞよろしくお
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願いします。 

 事業費につきましては、総事業費で、市の予

算が１００万円補助金を出すということです。

実際の実行委員会の事業費は１３０万になりま

すけども、市から出すお金は１００万というこ

とです。で、当初予算一般財源で５７万円を計

上しておりました。で、今回補助金がついたと

いうことで丸々１００万来ましたので、５７万

円プラス４３万円、合計の１００万円というよ

うな事業費で、補助金を支出するというような

ことです。ですから、財源内訳としましては、

全く一般財源がゼロというような形になりま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。この交付金は丸

々来る、１００万来ると。わかりました、理解

しました。はい。 

 と、もう一つ。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） で、すごい、あんまり

この交付金のほうですね、ちょっと聞いたこと

なかったんですけれども、それ、どういった事

業に使えるのかっていうことと、もしかしたら

これまでも何回か使われたことがあるのかなと

いうことでちょっとお聞きしたいんですが、ど

ういった事業に使われるんですか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。失礼し

ます。これまで、そもそもこの交付金の事業、

以前は、僻地のですね、健康とか医療とか、そ

ういった分野に対して補助金が出てたもので

す。で、過去には、椎原診療所、僻地診療所が

ありますけれども、あの勤務されている医師の

方の研修費あたりが充当されていた実績もあり

ます。で、内容としましては、大体以前はそう

いった僻地の医療、健康とかいう分野だったん

ですけれども、ただそれだけでは、今後高齢化

社会が進むというようなところで、名前にもあ

りますように長寿社会というようなことで、高

齢化対策に取り組む事業、ソフト事業に対し

て、補助金が支給されるということです。全国

から多数申請されますけれども、今回幸い採択

を受けたというようなことになります。 

 以上です。（委員野﨑伸也君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員、いいです

か。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。さっきの大相撲

の関係ですけど、亀田委員からも質問ありまし

たが、担当部のほうもですね、あの賃借料の件

ですね、会場使用料の件。やっぱちょっと違和

感がありますんで、やっぱちょっと。重要なで

すね、収入源というふうにはわかるんですけれ

ども、ちょっと早期にですね、御検討いただい

て、何らかのですね、道筋ていうか方向性をち

ょっと早目に出していただければなというふう

に考えております。 

 あと、先ほどの長寿社会づくりソフト事業交

付金の関係ですが、ほかにも何か当てはまるよ

うな事業がありゃせぬかなというふうに思いま

すんで、ぜひそういったところですね、担当の

ほうでしっかりと見ながらですね、活用できる

分しっかり活用できるようですね、事業のほう
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再チェックまたしていただければなというふう

に思います。よろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかに御意見

ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） １ついいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） クルーズ船の対応なん

ですが、これからも何回か来るということで、

初めてのことですたい、いろんな対応の難しか

と思うとですよね。だけん、そんために、客層

を判断したりいろんな、何ていいますか、いろ

んな情報を共有しながらですたい、バックしな

がら、お客さんに喜んでもらえるような対応ば

ですたい、やっぱ常に更新していかれるような

体制ばとっていただきたいというふうに考えま

す。（｢ありがとうございます」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。 

 以上で、第６款・商工費及び第９款・教育費

についてを終了します。 

 小会いたします。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４０分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、第５款・農林水産業費について、農林

水産部から説明願います。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。皆さん

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）農林水産部の垣下でござい

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第５３号・平成２７年度八代

市一般会計補正予算・第１号中、当委員会に付

託されました農林水産部関係分、第５款・農林

水産業費につきまして、黒木次長より説明いた

します。御審議方よろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、黒木農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）農林水産部次長の黒木です。それ

では、座って説明をさせていただきます。 

 別冊一般会計補正予算書の１４ページをお願

いしたいと思います。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目３・

農業振興費で補正額１億４６６４万４０００円

を計上し、補正後の金額を４億３０２万９００

０円とするものです。 

 説明欄の事業ごとに説明をしていきます。 

 経営体育成支援事業として補正額４５８６万

円を計上してます。本事業は、人・農地プラン

に位置づけられた中心経営体等が、融資機関か

ら融資を受け農業用機械、施設等を導入する際

に、融資残について補助率上限３割、補助額上

限３００万円の補助を受けられる融資主体型補

助事業と、融資に係る保証を行う農業信用基金

協会に対して補助する追加的信用供与事業で、

４月１７日付をもって熊本県より配分通知があ

ったものです。事業内容としましては、金剛、

郡築、龍峯、千丁、鏡、泉の６地区で３０経営

体が、トラクター、ロータリー、コンバイン、

野菜移植機等を導入するものです。特定財源と

して、全額県支出金を予定しております。 

 次に、農業生産総合対策事業として補正額９

９８３万４０００円を計上しています。本事業

は、熊本県の生産総合事業・強い農業づくり交

付金を活用して、生産性の向上及び生産・出荷

環境整備のための共同利用機械、施設の導入に

対し、事業費の２分の１以内を補助するもので

す。事業内容としましては、八代うまかトマト
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研究会が、低コスト耐候性ハウス５棟１８９ア

ールを予定しています。特定財源として、全額

県支出金を予定しております。 

 次に、農業資材適正処理推進事業として補正

額９５万円を計上しています。本事業は、本市

において農業生産で発生する廃棄ビニール関係

の処理及び受け入れを行っていた会社が、平成

２７年４月１４日をもって受け入れを停止する

こととなりました。本市で発生する農業用廃棄

ビニールは年間１２００トン程度と推定され、

この処理は、本市の農業にとって重要な問題で

あります。この状況を改善するため、ＪＡやつ

しろが窓口となり受け入れ先の確保を行われま

したが、生産者から受け入れに当たって、廃棄

ビニールの重量を計量する必要があるため、Ｊ

Ａやつしろが移動式の計量機器を導入する経費

の２分の１を補助するものです。 

 次に、目４・園芸振興費で補正額３４８５万

６０００円を計上し、補正後の金額を３９０５

万９０００円とするものです。 

 説明欄の事業ごとに説明をしていきます。 

 まず、くまもと稼げる園芸産地育成対策事業

として補正額３４７９万円を計上しています。

本事業は、気候温暖化や燃油、資材等高騰を初

めとした厳しい状況下において、園芸農家の経

営安定を図るため、品質の向上、収量の向上、

コスト削減に効果がある施設、機械、基盤整備

等を推進する事業で、事業費の３分の１以内を

補助するものです。事業内容としましては、Ｊ

Ａやつしろ園芸部が実施予定のトマトハウスに

おける谷部自動換気施設の導入ほか、５実施体

が、単棟ハウスの整備、炭酸ガス発生装置や自

走式散布機導入事業を予定しております。特定

財源として、全額県支出金を予定しています。 

 次に、園芸・果樹振興対策事業として補正額

６万６０００円を計上しています。本事業は、

近年の気象変動激化の影響を直接受け、生産出

荷量の不安定な温州ミカン、不知火等の、連年

安定生産、出荷を実現するためのプロジェクト

活動に要する経費の２分の１を補助するもので

す。事業内容としましては、ＪＡやつしろ果樹

部会が不知火の着色期のクラッキング――傷に

よる腐敗防止と、高酸果実の長期貯蔵技術の実

証事業を予定しております。特定財源として、

全額県支出金を予定しています。 

 次に、目８・農地費で補正額２５３０万２０

００円を計上し、補正後の金額を１５億８８０

８万５０００円とするものです。 

 説明欄の事業ごとに説明していきます。 

 まず、土地改良施設維持管理適正化事業とし

て補正額１３３３万８０００円を計上していま

す。本事業は、排水機場などの農業水利施設の

機能を維持し、長寿命化するため、定期的に施

設の整備補修を行うもので、熊本県土地改良事

業団体連合会の採択を受け実施するものです。

今回は、八代南部排水機場１号ポンプの整備を

実施するものです。特定財源として、補助基本

額の９割に当たる１１９７万円が熊本県土地改

良事業団体連合会から交付されます。 

 次に、多面的機能支払交付金事業として補正

額１１９６万４０００円を計上しています。本

事業は、水路の草刈り、泥上げや遊休農地の発

生防止等の基礎的保全活動と、農地や農業用水

等の質的向上を図る共同活動、土水路からコン

クリート水路への更新やアスファルト舗装への

更新など、老朽化が進む農地周りの水路、農道

等の長寿命化のための活動に対して、国２分の

１、県４分の１、市４分の１により支援する事

業です。平成２７年度当初計画組織の事業内容

の拡大と、新規地区の参加などによる補助金額

の調整を行うものです。特定財源として、県支

出金８９７万２０００円を予定しております。 

 次に、目９・水田営農活性化対策推進事業費

で、飼料用米等利用拡大支援事業として補正額

１６０万円を計上し、補正後の金額を２１００

万２０００円とするものです。本市を初め、飼
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料用米及び飼料用稲の栽培は、今後さらに拡大

が想定されています。このようなとき、供給先

である畜産農家に対して、より付加価値のある

飼料を提供していく必要があるため、熊本県の

新規事業である飼料用米等利用拡大支援事業補

助金を活用して、新品種の栽培試験や家畜への

給与実証事業を実施する事業主体に対して、定

額１６０万円を補助するものです。特定財源と

して、全額県支出金を予定しております。 

 次に、項３・水産業費、目２・水産業振興費

で、水産基盤整備交付金事業として補正額１５

５万円を計上し、補正後の金額を７９７５万３

０００円とするものです。本事業は、熊本県の

水産基盤整備交付金を活用し、漁場環境の保

全、改善または漁港施設の整備を行う事業で、

今回は、新聞紙やチラシ等の古紙から再生紙を

製造する工程において発生する繊維くずを、ボ

イラーで燃焼させた後に残る灰と、海底しゅん

せつ土を利用した新たな海洋土木材、――ペー

パースラッジ灰造粒物といいますが、を用いた

アサリ稚貝の沈着実証試験を本市地先のアサリ

漁場において実施し、その効果についてケアシ

ェルとの比較検証を行うものです。特定財源と

して、全額県支出金を予定しております。 

 以上で、一般会計補正予算・第１号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議方よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 農業資材適正処理推進

事業についてなんですが、これは生産者はただ

でよかですか。で、生産者幾ら払わんばんとで

すかね。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 山本農業振興課長兼

食肉センター場長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）農業振興課の山本でご

ざいます。 

 お尋ねの、生産者の利用料金ですかね。今ま

でと、――今回の事業は緊急を要しまして、と

にかく料金は今までと変わりません。基本的

に、ビニールが１キロ１５円でございます。

（委員亀田英雄君「１キロ１５円」と呼ぶ） 

 はい。あ、済みません、間違えました。ポリ

のほうが１５円です。ビニールのほうはありま

せん。（委員亀田英雄君「ただですか」と呼

ぶ） 

 そうです。（委員亀田英雄君「１５円」と呼

ぶ） 

 キロ１５円です。（委員長増田一喜君「キロ

１５円。はい」と呼ぶ） 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） この計量器ばつくっと

に、なして半分も市が補助せぬばんとか、意味

のわからぬとですばってん、その根拠を。 

○委員長（増田一喜君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 計量器の市の補助の件ですが、これは、

今度企業のほうが急に業務停止をされまして、

緊急を要するということで、今回このＪＡやつ

しろさんのほうが緊急で、農ビやポリが投棄さ

れたり燃やされたり、そういった緊急性が問題

になりますので、それをＪＡさんのほうで機械

を入れられて対応するということで、農業機械

の整備等につきましては、国・県について大体

機械の２分の１以内の補助ということで、参考

にしまして、その機械を入れてすぐ対応しませ

ぬと、今、７月から一番量的にビニール、ポリ
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がたくさん出てきますので、その対応をしなけ

ればならないということで、要求をしました。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

 はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） その農業機械に半分出

すけん、今度、なんですか、計量器に半分出す

というと、それは根拠にはならぬとと思うです

たいね。農業機械じゃなかっですけん。ある程

度一定の考え方を持っとかぬば、そのケースに

よっていろんな考え方が変わってくっどと思う

とですたい。しっかりしたあっでせぬばですた

い、こんときは出したとか、その基準の違うじ

ゃなかですか、農業機械に半分出すとだいけん

が、これ農業機械じゃなかですもん、て思うと

ですばってんが。 

 処理料ば取っとなら、その処理料の中で賄う

ごとせぬとですよ、一般の企業じゃなかですも

ん。なして半分出さぬばんとか、そこが意味の

わからぬと言うとですたい。ならあって全然足

らぬとなら、その全額出してやらぬばんかもし

れぬし、その辺の根拠が何かわからぬていいよ

っとですたい。農業機械に半分出すけん、半分

出すっちゅう話じゃなかと思うとですよね。ペ

イすっとなら、農家がペイするような料金設定

ばせぬばんはずですよ。その辺の根拠をお示し

くださいと言うとですたい、何で半額なのか。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） 田中農業振興課副主

幹兼農産係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）農業振興課、田中です。 

 先ほど、今私どもの課長のほうから説明があ

りました、まず処理費用のほうですけれども、

処理費用としては、これ、ＪＡさんが取られる

分ではなくて、実際この廃ビを処理される業者

さんに支払われる金額が、今課長のほうから説

明がありました金額でございます。で、ＪＡや

つしろのほうとしては手数料等は一切取られま

せん、――あ、取られない予定、――まあ取ら

れません。 

 で、ありましたところで、以前、平成２２年

まで、この廃ビの――農廃ビの処理につきまし

て、八代市内でありますと、高田にあります選

果場の計量器を使って収集を行っていた経緯が

あるんですけれども、こちらについては、その

計量器の利用料をですね、市のほうから助成を

してた経緯がございます。こちらにつきまし

て、処理費用１キロ当たり１円という、――

あ、済みません、計量代金の１キロ１円という

代金を取られておりましたもんですから、こち

らについて補助をしておった経緯があるんです

けれども、今回、少し緊急性を要する部分、そ

れと、市内にはこの計量器がありましてある程

度広さがある施設が、その高田にあります選果

場等しかございませんので、やはり今から、特

にビニールが集中的に出る時期でございまし

て、やはり農家の利便性等考えたときに、でき

るだけ複数の場所でその収集を行ったほうがい

いという部分で、このＪＡのほうが移動式の計

量器のほうを、購入ちょっと御検討されたとい

う部分です。 

 で、その費用がある程度発生するものですか

ら、市として何らかの助成ということで検討い

たしまして、ほかの国・県等の農業機械関係の

補助率等参考にいたしまして、２分の１の補助

ということで計画をいたした次第です。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。（委員

亀田英雄君「一応」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。引き続きですけ

ど、その何か、補助するに至った何か、一応決
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まり事みたいなやつが何かあるんですかね、一

応。農業の関係でそういった、今亀田委員が言

われたように、その根拠が、前しとったけん今

度もまた、キロ１円ですか、前回補助しよった

ばってんっていう話で、だけん今度もそれに当

たるんだっていうような、何かこじつけ的なよ

うに私は聞こえたっですけども、何か、この

間、何だったかな、ショウガの関係で、緊急を

要するっていうようなところでですね、何かい

ろいろつくられてやられたっていう話を聞い

て、すごいよかったなって思ったんですよ。そ

ういったものが今回のに適するのかどうかとい

うのがちょっと私疑問なんですけど、どうです

か。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。ショウ

ガのほうに、緊急対策といたしまして補助した

経緯がございます。あれにつきましては、もう

自助努力ではどうにもできない、もう一斉にや

らなければいけないという、緊急を要するとい

うことで、取り組ませていただきました。で、

それにつきましては、要件を定めまして、３つ

の要件を一応つくっておるんですが、それに該

当すると緊急的な補助をしましょうということ

で、現在取り組んでいます。 

 で、今回の件につきましては、何もその、今

まで出して、受け取ってもらったところが、急

にもう拒否ちゅうか、もう休止されまして、ど

うしても農家が処理ができなくなったというこ

とで、緊急を要すると、ようなことでございま

した。農協のほうもこれはどうにかしなければ

いけないということで、我々とも相談がござい

ました。どうしたほうがいいんでしょうかねと

いうことで、農協とも協議をしたんですけど

も、その中で、我々とすれば、今の昭和に出さ

れていた金額と負担とか、そういうのはもうま

ず同じにしてもらいたいと。農家負担をふやす

のは問題があるんじゃないかと。農協のほうも

いろんな業者を当たられて、熊本の業者なんで

すけども、そこで業者が見つかりまして、そこ

に出すようになった、契約が結ばれたんですけ

ども、そこの中で、条件が、マニフェストをつ

くらなければいけないと。産業廃棄物なもんで

すんで。それに対しては、重量計算をしなけれ

ばいけないということでございました。で、農

協のほうも、計量器がなかなかないということ

と、あるにしても場所が限られているというこ

とで、そうすると、計量器がどうしても必要に

なるということでございました。 

 そこの中で、我々は、不法投棄とか野焼きと

か、それはやっぱ絶対、環境問題がありますの

で、それは防がなければいけないというような

こともありましたもんですので、そのあたりを

どうして防ぐのかというのをまず考えました。 

 農協のほうで、なんですかね、農協のほうが

そうしたやっぱり計量器がもう必要になるとい

うようなことで、さっき言いましたように計量

器にすると１円かかると。今まで使ってるやつ

はですね。それやったら農家の負担がふえる

と。農家は負担ふえると、農家は不法投棄とか

野焼きとか、そういうのに走るんじゃないかと

いうようなこともありましたもんですので、啓

発の意味も兼ねまして、そしたら市のほうで、

その補助を２分の１したらどうなるかというこ

とで、農協と話しながら、なら農協のほうも半

分出して、ただ農協もその手数料は取らない

と。ただ、農家の負担はないようにいたしまし

ょうっていうふうなことで、今回その事業に取

り組んだというところで。 

 まあ、説明になってるかわかりませんけど。 

 この事業につきましては、もう今回限りとい

うことで、農協には言って……。要はこういっ

た問題がですね、はい。まあ、話はしておりま

す。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。ありがとうござ

いました。 

 今、環境問題の関係についてもですね、触れ

られて、緊急性があるっていうような話だった

ですけども、このクリーンアメニティさんは、

環境部のほうと環境保全協定とかを結んどられ

るような企業さんですよね。そういった関係か

らいえば、ある意味、この環境部のほうともい

ろいろな話もされたのかなっていうふうに思う

んですけど、その辺のところはどうだったんで

すか。ありました。勝手にこの農業の関係のほ

うで、そういった思いをして取り組まれたの

か、環境部ともお話をされて、そういった方向

でやってほしいっていうようなことがあったの

かどうかですよね。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。環境部

のほうから話がございました。ただその農業資

材なもんですので、それについては農業サイド

のほうで一応協議をしてくださいというような

ことで、環境サイドとはそこのことはちょっと

分けて進めてまいりました。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、こ

のクリーンアメニティさんというところが、ち

ょっと私にはわからぬとですけど、ここに、こ

の会社があったところに、以前は持っていって

計量してっていう話だった、それがなくなった

という話でよかですか。（農林水産部長垣下昭

博君「はい」と呼ぶ） 

 じゃあ、ここに、その計量器はあるはずです

よね。それ使えないんですか。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） そこのところ

は、もう会社の、要するにですね、財産なもん

ですので、そこのところは、ちょっと協議をし

た経緯はございません。ただ、あそこではもう

受け入れを拒否しますというようなことだった

もんですので、もう持ち込めないということに

なってしまったもんですので、そこの計量器を

使わせてくださいといっても、そこに持ってい

ったら、そこに今度置かなければいけませんの

で。持っていったものを。そこを、置くんであ

るならば、そこの場所もお借りしなければいけ

ないと。 

 この廃ビにつきましては、毎日とりに来るん

じゃなくて、一定量がそろわないと業者もとり

に来ませんので、どうしても保管場所が必要に

なるというところで、どこにでも置けないちゅ

うのがありまして、だから置く場所、――だか

ら、農協の選果場とか集荷場あたりが広い敷地

があるもんですので、もうそこを利用させてい

ただくといったところですので、クリーンアメ

ニティには、ちょっと申し込むのは難しいと思

ってます。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。何か、そこにあ

るもの使えないちゅうのは、非常にですね、何

か協議もされてないっていうのが、ちょっと何

か残念だなっていうふうに思うんですね。いき

なり何か購入に走るっていうのもですよ。ま

あ、市が出さぬならですね、別に何も言う必要

はないんですけれども。 

 あと、さっき言われた、農家の方の負担増と

いうのはちょっといかがなもんかという話をさ

れたんですけれども、普通に考えてですよ、そ

ういった今までやってた会社がなくなったと、

民間の会社がなくなって別のところが引き継ぐ

ってなったときに、利用者の方の負担増がある

ときは、それは普通に、その利用者の方の負担

をしてもらうというのが普通なんじゃないんで
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すかね、だって。考え的に。何でその農家の方

だけ負担の増はだめだっていうような見解が出

てくるのかがわかんないんですけども。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。今回計

画いたしましたのは、まず、農家の不法投棄や

野焼きあったり、――これはあってはならない

ことなんですけども、そのあたりを啓発活動し

なければいけないだろうというのも一つござい

ました。キロ当たり１円というのが発生します

もんですので、それによって心配されましたも

んですね、そこにまず市が支援することによっ

て、解決したいというような考えもあったもん

ですので、負担につきましては今までどおりで

すので、ぜひそれは、そういう不法投棄とか野

焼きとかせらずに、ちゃんと決められた場所に

出していただきたいというようなことがあった

もんですので、そのためにはやっぱり、農協と

市のほうでですね、そのあたりの負担を減らす

ために、今回補助金を一応計画したと。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。あんまり納得で

きないんですけど。 

 先ほどからですね、お話あってるんですけ

ど、どういったときにどういった補助をする

か、できるかっていうのがですよ、要はちょっ

と曖昧じゃないかなって思うんですよ。何か今

のお話聞いてるとですね、説明の話を聞いてる

と、非常に何か農家さんだけに対する何かこ

の、甘さっちゅうのが何か見えてくるんですよ

ね。ほかの業種のときにもそういったことがで

きるのかなっていうふうに、ちょっと考えると

ころがありますんで、もう１回ちょっと部内で

ですね、補助金の交付要綱っていうところ、少

し、もう少し検討いただきたいなというふうに

思います。これ意見です。 

○委員長（増田一喜君） 意見ですね。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかには質

疑。 

 はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません、ち

ょっと視点を変えてお尋ねをします。わからぬ

もんですからお尋ねするんですが、移動車で農

協がとりに来てくれるんですか。考え方は。移

動車にするということは。 

○委員長（増田一喜君） はい、山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 農家が各農協の、――今回８カ所の場所

を予定しております。そこに移動式のはかりを

持って行きますので、そこに農家が持ち込みを

します。農家のほうが持ってこられたやつを、

その農協の施設のところにまとめ置きをして、

一時保管をするというような形になります。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。今そうおっしゃ

ってやっとわかったんですが、８カ所あるか

ら、８カ所、８台は買えれぬから、移動車にし

てその場所に持っていくということでいいんで

すかな。そこでためられたやつを、業者がとり

に来るのか、農協がそのあっせんをしてどうい

う形で最終的にその熊本の業者に処理をされる

のか、そのあたりをちょっと聞かせてもらえま

せんか。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 はい。 

○委員長（増田一喜君） 田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 農廃ビの処理についてですけれども、こち

ら、農業から出てきます農廃ビ、農ポリに関し

ましては、分類的には産業廃棄物に分類をされ

ます。 

 こちらにつきましては、農業者から出された
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ものにつきまして、農協等がですね、一時仮置

きの形で預かられたものを、専用の廃棄物処理

の許可業者のほうに引き渡すという形になりま

すけれども、伝票上の処理、――産業廃棄物で

すので、これはマニフェスト伝票というのが存

在いたします。このマニフェスト伝票につきま

しては、このような場合でありますと、今回の

場合であれば八代地域農協のほうが伝票の発信

者という形になります。伝票処理につきまして

は、各生産者が農協のほうに委任をされるとい

うことで、その形で処理を行えると。これにつ

きましては、県の廃棄物対策のほうの部署のほ

うにも確認しておりますし、平成２４年のほう

に、環境省の課長の通達文ということで出てお

る処理に従って、処理をいたします。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） わかりました。前垣

委員。 

○委員（前垣信三君） そんな詳しいことまで

聞かぬでよかったんですが、（笑声）要は、農

協に集めたのをとりに来てくれるわけですな、

業者が。ポリについて、１キロが１５円とおっ

しゃった、今までと変わらぬ料金で、本来な

ら、今まではその業者さんがされとった分を、

農協が一時預かりをして、形としては仲介ちゅ

うか、処理業者がとりに来るまで渡してもらう

と考えればいいんですな。（｢はい」と呼ぶ者

あり）農家の負担としては、今までどおり１５

円でいいということですか。（｢はい」と呼ぶ

者あり） 

 はい、わかりました。はい。 

○委員長（増田一喜君） 答え。いやいや、質

問されたから、答えしないと。うなずいたって

だめでしょ。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。はい、

そのとおりでございます、はい。（委員前垣信

三君「はい。ありがとうございました」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。飼料用米等の利

用拡大支援事業ですけども、この事業主体であ

ります株式会社タナカ農産さんという企業は、

米の生産はもちろんされておると思いますが、

米の生産と畜産もされているんでしょうか、お

尋ねしたいと思います。米の生産だけなのか、

米の生産とあわせて畜産もされているのか。 

○委員長（増田一喜君） はい、田中係長。 

○農業振興課副主幹兼農産係長（田中和彦君）

 お答えいたします。タナカ農産に関しまして

は、畜産のほうは行っておられません。 

○委員（松永純一君） はい、いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） はい、わかりました。 

 もう一つ、経営体育成支援事業のこの経営体

っていうのは、今までに説明があったかもしれ

ませんけども、どういった組織ですかね、経営

体ってのは。今回の補助が３０経営体だそうで

すけども。 

○委員長（増田一喜君） 小堀農林水産政策課

長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この経営

体育成支援事業の経営体と申しますのは、ま

ず、一般的なもう農家さんなんですけども、中

心的な、人・農地プランに位置づけられました

中心経営体といった方々が対象になるというよ

うなことでございます。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） じゃ、個人という考え

方でいいわけですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。 
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○委員長（増田一喜君） はい、小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） はい。個

人が大半でございますけども、法人もございま

す。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 松永委員。 

○委員（松永純一君） 説明によると、泉で１

経営体っていうこつは、どこの経営体でどんな

機械等を導入されますか。 

○委員長（増田一喜君） はい、小堀課長。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 泉地区に

つきましては、御名前申し上げたほうがよろし

いですか、サカタ様でございます。製茶用のボ

イラーを予定されているところでございます。

（委員松永純一君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。関連でございま

すが、ちょっと教えてください。経営体育成事

業の中で、この対象地区を決められた経緯を教

えてください。（委員長増田一喜君「対象」と

呼ぶ）対象地区を決められた経緯を。 

○委員長（増田一喜君） 田島農林水産政策課

副主幹兼営農支援室長。 

○農林水産政策課副主幹兼営農支援室長（田島

良洋君） おはようございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）農林水産政策課、

田島です。 

 経営体育成支援事業の事業対象になる地区と

いうのはですね、人・農地プランというプラン

がございまして、そのプランの策定範囲、――

策定地区ですね、その地区ごとに事業をすると

いう形に大枠になっておりますので、その地区

ごとにですね、手を挙げられた経営体ですね、

農家さん、法人さんが、事業を、手を挙げられ

て、その一まとめの地区として手を挙げて、そ

の地区が、採択されたその地区が、ポイントを

ですね、地区ごとに競争して、県内でですね、

その地区ごとに採択という形で事業のほうが進

められております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） これは、申し込みか何

か、各農協か何かにあるわけですか。 

○農林水産政策課副主幹兼営農支援室長（田島

良洋君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 田島室長。 

○農林水産政策課副主幹兼営農支援室長（田島

良洋君） そこにつきましては、市の担当のほ

うがですね、市の担当の窓口でですね、受け付

けておりまして、担当で、地区ごとにですね、

まとまりをつくって、県のほうに上げておると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） それで、市はどんなふ

うにして知らすとですか。（｢周知」と呼ぶ者

あり）お知らせを、しなさっとですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、田島室長。 

○農林水産政策課副主幹兼営農支援室長（田島

良洋君） ホームページとか、農家さんのメー

ルとかですね、メール配信サービスがございま

して、そちらで周知したり、あと、人・農地プ

ランのですね、中心経営体に位置づけられてら

っしゃる方々にですね、通知をしまして、周知

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） それじゃあ、例えば太
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田郷はなかったわけですかね。 

○委員長（増田一喜君） 垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。今回、

申請が１３地区ございました。（委員村上光則

君「１３地区」と呼ぶ） 

 はい。そのうち、金剛、郡築、龍峯、千丁、

鏡、泉が採択をされております。太田郷のほう

も申請はあっております。太田郷のほうは、地

区が太田郷宮地地区というような形で人・農地

プランをつくっておられる。申請が、何件です

かね、２経営体ですかね、あっております。は

い。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） そして、そのうちの採

択が６にされた理由はどんな。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、垣下部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。優先順

位をつけるためにポイント制がございまして、

そのポイントの高いほうから順次、国のほうは

採択をしていくということで、その中で太田郷

のほうはそのポイントが、はい、低かったとい

うところです。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。（委員

村上光則君「わかりました」と呼ぶ） 

 はい、ほかにありませんか。 

○委員（村上光則君） はい、いえ、もういっ

ちょ。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） これもさっき松永委員

から言われましたが、飼料用米ですね。これ、

今タナカさん、タナカ農産と言われております

が、こらタナカ肥料屋でしょ。 

○委員長（増田一喜君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 言われますとおり、タナカ肥料屋です。

（委員村上光則君「いいです、わかりました」

と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（笹本サエ子君） はい、委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、笹本委員。 

○委員（笹本サエ子君） はい。これは農業生

産総合対策事業ということで、補助金が出てる

んですけれども、ハウス導入の補助金ですね、

そこで事業主体が、これは議案説明書の中に出

てるんですが、八代うまかトマト研究会という

のがあるんですね。で、そこが今回５棟という

ことになってるんですけど、その研究会には、

トマト経営者が何人ぐらい入ってらっしゃる

の。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） 山本課長。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（山本 誠

君） 経営者は５名です。（委員笹本サエ子君

「あ、５名」と呼ぶ） 

 はい。（委員笹本サエ子君「あ、そうです

か。はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。ない

ですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどの農業資材の件

に追加ですが、補助せぬば不法投棄の発生する

というような考え方はやめるべきであると思う

とですよね。不法投棄は不法投棄でまた別な対

策をとるべきだというふうなことで考えますの
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で、その辺の補助のあり方を考えていただきた

いということと、もう一つ、今回の農業生産総

合、ハウスについて１億円ほどの補助を出さ

れ、金が出っとですが、テレビ見とれば、うち

がトマトの生産日本一というごたテレビがよう

あっとですよね。じゃなかっばい八代が一番ば

いって私は思いながらテレビば見とっとです

が、その辺の、ハウスをつくるばっかりの補助

事業もですばってんが、こう、なんかこう対外

的にアピールするような格好でもですよ、もう

ちょっと力を入れていただきたいなというふう

なことを思いましたので、御承知おきたいと思

います。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかに。 

 はい、田方委員。 

○委員（田方芳信君） 農業資材ですけど、こ

れ、廃ビについてですけど、農家の方々は、こ

の廃ビは物すごく処理に困ってらっしゃいま

す。本当、各――、クリーンアメニティが倒産

して、もうどこに持っていったらいいのかとい

うことでですね、大変頭の痛い問題ですので、

行政としても、極力できるところはですね、協

力をしてやってほしいと思います。これ要望で

す。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第５３号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第１号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午前１１時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２１分 本会） 

◎議案第７０号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第２号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第７０号・平成２７年度八代市一

般会計補正予算・第２号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（増田一喜君） 垣下農林水産部長。 

○農林水産部長（垣下昭博君） はい。それで

は、議案第７０号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第２号中、当委員会に付託されま

した第１０款・災害復旧費につきまして、黒木

次長より説明いたします。よろしくお願いしま

す。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、黒木農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（黒木信夫君） はい。それ

では、座って説明をさせていただきます。 

 別冊議案書その２という、一般会計補正予算

書９ページをごらんをいただきたいと思いま

す。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費で補正

額１４１万円を計上し、補正後の金額を１４１

万１０００円とするものです。本年６月の梅雨

前線豪雨により、農業用施設において土砂流出

等が発生したもので、早急な機能回復を図る必

要があるため補正をお願いするものです。被災

箇所としましては、平山新町の農道で土砂流出

２カ所、岡町中のため池護岸の崩壊１カ所、興

善寺町の排水路で土砂の堆積１カ所の合計４カ

所で、補正内容は、流出した土砂の撤去などの

経費として需用費１４１万円を計上しておりま
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す。 

 次に、目２・林道施設災害復旧費で補正額３

９７０万円を計上し、補正後の金額を同額の３

９７０万円とするものです。同じく、６月の梅

雨前線豪雨によりまして、林道においてのり面

崩壊や土砂流出、落石、倒木等が発生したもの

で、早急な機能回復を図る必要があるため補正

をお願いするものです。被災箇所としまして

は、坂本支所管内で坂本山江線ほか１４路線の

６８カ所、東陽支所管内で池ノ原走水線の３カ

所、泉支所管内で南川内線ほか７路線の１３カ

所の、合計２４路線の８４カ所であります。補

正内容としましては、崩壊した土砂、落石、倒

木等の処理経費として需用費１５４５万円、国

の補助災害に係るものとして、６路線６カ所の

測量設計委託料２６５万円、工事請負費２１６

０万円を計上しています。特定財源としまし

て、県支出金１２５２万円及び市債８１０万円

を予定しております。 

 以上で、一般会計補正予算・第２号中、農林

水産部関係分の説明を終わります。御審議方よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） はい。ただいま、歳

出の第１０款・災害復旧費について、農林水産

部から説明がありましたが、以上の部分につい

て質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第７０号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算・第２号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午前１１時２６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

◎議案第６９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第６９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。水道

局の宮本です。よろしくお願いいたします。着

座にて説明させていただきます。 

 議案書の５９ページをお願いいたします。 

 議案第６９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について御説明いたします。 

 改正の理由でございますが、昨年度から今年

度におきまして、坂本町の上鎌瀬、中津道、市

ノ俣の３地区の簡易水道を統合し、三坂、下鎌

瀬地区を加えまして、区域を拡張する改良工事

を行ってまいりました。この改良工事が平成２

７年９月に竣工する予定でございまして、同条

例の給水区域の変更が必要となり、条例を改正

するものでございます。 

 資料１枚目の、新旧対照表をお願いいたしま

す。 

 別表第１、２の坂本町の区域でございます

が、現行の表中１８番から２０番の項の３地区

の簡易水道を統合し、改正案の表中１８番の項

の中津道地区簡易水道とし、現行の表中２１番
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を１９番とし、２２番から２５番の項を２項ず

つ繰り上げるものでございます。 

 なお、施行期日は、平成２７年１０月１日か

らの施行といたします。 

 資料２枚目は、坂本町地区の簡易水道の位置

図でございます。 

 坂本町の南部、位置図の下のほうでございま

すが、緑色の線で囲んでおりますのが、今回の

条例改正により区域の変更を行います、中津道

簡易水道の区域でございます。この中にござい

ます、赤線の四角の中に表記しておりますの

が、改正前の上鎌瀬、中津道、市ノ俣の３地区

の簡易水道でございまして、紫色の四角の中に

表記しておりますのが、区域拡張いたします三

坂、下鎌瀬、西鎌瀬の３地区の簡易水道でござ

います。 

 以上で説明終わります。 

○委員長（増田一喜君） はい。それでは、以

上の部分について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 なければ、これより採決いたします。 

 議案第６９号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正については、原案のとおり可決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」「お疲れでした」と呼ぶ者

あり） 

 次に、本委員会に付託となっている請願、陳

情はありませんが、郵送にて届いております要

望書について、写しをお手元に配付いたしてお

りますので、御一読いただきたいと存じます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 当委員会報告書及び委員長報告の作成につい

ては委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１１時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３１分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して２件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（フ

ードバレーやつしろ基本戦略構想に基づく産業

用地適地選定調査結果について） 

○委員長（増田一喜君） それでは、まずフー

ドバレーやつしろ基本戦略構想に基づく産業用

地適地選定調査結果についてをお願いいたしま

す。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村経済文化

交流部総括審議員兼次長。 
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○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。宮村でございます。引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 所管事務調査のところにありますように、フ

ードバレーやつしろ基本戦略構想に基づきまし

て、昨年度、産業用地の適地選定調査を行いま

したので、その報告を担当課長をもってさせま

すので、よろしくお願いいたします。 

○商工政策課長（川野雄一君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野商工政策

課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）商工政策課、川野でございます。よろしく

お願いいたします。じゃ、着座にて説明させて

いただきます。 

 フードバレーやつしろ基本戦略構想に基づく

産業用地適地選定調査結果につきまして、配付

しておりました資料に基づきまして御説明申し

上げます。 

 まず、適地選定調査を行うまでの経緯でござ

います。委員の皆さんも御承知のことと存じま

すが、平成２５年３月に県が策定しましたくま

もと県南フードバレー構想を受けまして、平成

２６年３月にフードバレーやつしろ基本戦略構

想が策定されたところでございます。 

 配付しました資料の１ページをごらんくださ

い。 

 こちらは、戦略構想における位置づけを示し

たものでございます。中ほどの基本方針及び戦

略の方向性というところがございますけど、そ

の右上の赤い枠で囲っています基本方針②で、

八代の個性と魅力を発揮できる食の拠点づくり

の中の戦略の方向性にあります、八代の広域交

通利便性を活用した産業拠点づくりを進めるこ

とに基づきまして、食関連産業の立地を促進す

るため、産業用地の確保を図ることとしており

ます。 

 具体的には、別添で示しておりますフードバ

レーやつしろ基本戦略構想の抜粋資料の、配っ

ているこちらの資料でございます。 

 その表の図面に示しております５カ所をです

ね、抽出いたしまして、こちらの裏に、この資

料の裏にあります、比較検討する欄がございま

す。この評価の結果、最もインパクトがあるの

は、③新八代駅・八代インター周辺、⑤八代南

インター周辺の２カ所でありまして、ほかの３

カ所でございます、①のアグリビジネスセンタ

ー周辺、②農村地域工業等導入地区周辺、④の

八代港外港周辺につきましては、アクセスのし

やすさ、人の来やすさの面で有効性が低いとい

う結果になったところでございます。 

 今回の産業用地適地選定の調査は、この資料

の下のほうにあります、食品関連企業の企業等

立地促進の基本方針、こちらの下から５行目に

記載してあります、上記３点を踏まえ、本基本

戦略構想では、適地選定について特定の地区を

設定するのではなく、関連事業の実施状況や実

現可能性の検証結果及び関係利権者の意向を踏

まえた上で、柔軟かつ段階的に整備を実施して

いく方針とするということに基づきまして、最

もインパクトがある新八代駅・八代インター周

辺、それと、八代南インター周辺の２カ所を対

象に、実現の可能性の見出すため適地選定調査

を実施したものでございます。 

 それでは、こちらの資料のほうの２ページを

ですね、お開き願います。 

 こちらのほうは、選定の結果をまとめたもの

でございます。適地選定調査につきましては、

平成２６年度に八代フードバレー推進本部にフ

ードバレー適地調査部会を設置いたしまして、

検討会を７回開催したところでございます。 

 また、この適地の調査部会と並行いたしまし

て、フードバレーやつしろ基本戦略構想に基づ

く産業用地適地選定調査業務ということで、コ

ンサルに委託いたしまして、比較検討する項目
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の設定や開発面積、開発費用、法規制、仮候補

地の土地利用案などの設定項目に関するデータ

等の算出をコンサルに行わせまして、こちらの

適地調査部会におきまして検討したところでご

ざいます。コンサルにおきましては、適地調査

部会の検討結果の分析などを含めたところで報

告書としてまとめておるところでございます。 

 まず、必要面積のところでございますけど、

食品関連産業の集積を図る上での必要面積でご

ざいますけど、国が毎年実施します工場立地動

向調査の結果や過去１０年間の企業進出状況な

ど、これまでのデータですね、を参考にして、

今後１０年間で約４件の企業立地に対し５ヘク

タールの需要が見込まれると想定したところで

ございます。これに公園緑地の公共施設の面積

を考慮しますと、こちらの産業用地の整備に

は、約７ヘクタールが必要だと考えられたとこ

ろでございます。そこに示しているとおりでご

ざいます。 

 次に、選定する上で評価項目を設定しており

ます。評価項目につきましては、新八代駅・八

代インター周辺及び八代南インター周辺に、ま

とまった仮の候補地を数カ所仮に設定いたしま

して、基本戦略構想で実施されたアンケート調

査、ヒアリング調査の結果を考慮いたしまし

て、そちらの表にありますように、基本戦略構

想の実現、企業のニーズ、産業用地の整備の容

易性につきまして、表にもありますとおり、計

１６項目にわたり評価項目を設定いたしまし

て、比較検討したところでございます。 

 評価の結果といたしまして、下段のほうに結

果を示しておりますけど、八代南インター周辺

の数カ所が高い評価となりまして、産業用地の

適地として優先的に検討するとしたところでご

ざいます。 

 この八代南インター周辺の状況につきまして

は、ページ３ページのほうにあります図面のと

おりでございまして、色づけしておりますよう

に、山間部を除く大部分が農振農用地区となっ

ております。それと、都市計画で決定されまし

た都市計画道路南部幹線が、八代南インター近

くで、少しルートを変更する形で国道３号線に

接続する予定となっているところです。 

 なお、整備に必要な面積を確保するために

は、この図面からわかりますとおり農地を含ま

ざるを得ないため、農振農用地からの除外は必

要不可欠となってくるところでございます。現

在のところ、受け皿目的で農用地の確保ちゅう

のはなかなか厳しい状況になっております。そ

の農振除外の手続が非常に厳しいという、そう

いう条件がございますので、なかなか厳しいこ

とになっております。そういうことですので、

整備手法など、県など関係機関と十分協議、調

整する必要がございます。 

 なお、農家や農業に資するような具体的な企

業の個別立地案件で、条件が整えばですね、農

振除外の可能性もあると聞いております。まと

まった規模ではないですが、個別案件対応も念

頭に置いた誘致の手法も考えられるところでご

ざいます。 

 ３ページの下段のほうのスケジュール案でご

ざいますが、こちらのほうは、全体の整備のめ

どが立った場合、一般的な整備のスケジュール

を掲載しているところでございます。先ほど申

しましたように、用地のめどにつきましては、

農振除外の問題などがあり、現在のところちょ

っと不確定というところになっているところで

ございます。 

 当面は、基本構想にもありますとおり、既存

の県の外港用地、それと民間の遊休地など、有

効活用を優先いたしまして、フードバレー産業

を中心とした企業誘致を図っていきたいと考え

ているところでございます。 

 以上のことを踏まえまして、４ページのほう

に課題を整理しておりますけど、農振除外など

課題の解決の整理や開発手法につきましては、
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県などの関係機関と協議を十分実施して、実現

に向けた方向性を見出していきたいと考えてお

るところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） はい。本件につい

て、何か質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません、１

点だけ。この、今３ページのスケジュール、こ

れ、１年目ちゅうのは、何年度のことなんです

か。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） これ、用地の

めどが立った場合ということでございますの

で、年度が何年というところは、今不確定なと

ころでございます。（笑声）はい。 

○委員長（増田一喜君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。何年度かわから

ぬけど、ざっといくと１０年かかるわけです

か。そがんことしとってよかっじゃかろうと思

って。そのうちアグリビジネス、――アグリが

終わりゃせぬかねと思うんだけど。例えば新年

度から始まるちゅうんなら、それが１０年かか

ろうが１５年かかろうがいいんですけど、取っ

かかりがいつかわかりませんじゃ、何のコンサ

ルの資料なのかさっぱり意味がないような気が

するんですが、いかがですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。こちら

のほうは、あくまでも面整備をしたときのスケ

ジュールということでございますので、今申し

上げましたとおり、農振除外関係等で、めどが

立つところが今のところ立ってないというとこ

ろでございますので、一応適地として南インタ

ー周辺ということで、こちらで示したわけでご

ざいますので、その面整備にこだわらずです

ね、個別案件等もちょっと念頭に置いて進めら

れたらなということで、考えているところでご

ざいます。はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません。基本的に

は、これ見てみると、工業団地をつくるという

考えでよかっでしょうかね。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。一応、

まとまった用地が必要ということで調査をさせ

ていただいたところでございますので、そうい

うところで一応考えていたところでございます

けど、今までの工業団地の整備に関しまして取

り組んできたところでございますけど、農振除

外という、そういう課題にひっかかってからな

かなか実現できなかったというところもござい

ますので、そういうところで、また同じような

面整備ということを考えたところなんですけ

ど、どうしても農振地区を含まれないと、そう

いうまとまったところが出なかったという結果

になってしまいました。 

 それで、違う方法も念頭に入れながら、まあ

面整備を否定するわけじゃございませんけれ

ど、そういうところで進めていけたらなという

ことで考えているところでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（村上光則君） いいですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 私も今まで、農振除外

のことは言うてきましたが、農振除外せにゃな

らぬっていつも言わるっとだが、農振でも除外

できていってるところはあるでしょう。そうい

う計画性をちゃんとぴしゃっとしとれば、でく

るはずですよ。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 確かに、今ま

で企業が立地した中で、農振除外をされて立地
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をされておりますけど、それは個別案件という

ことでございまして、具体的にそこにそういう

企業が立地しますってもう具体的な計画があっ

て、もう何年にそこに、そこに配置とか立地し

ますということでございます。その点は可能な

ところでございますけど、面整備となります

と、受け皿的なことになりますので、そういう

受け皿目的のための面整備等は、なかなか農振

が今のところ厳しいという状況でございますの

で、そういう意味から、厳しいということで、

ということでございます。 

○委員長（増田一喜君） 村上委員。 

○委員（村上光則君） 今までですね、千丁の

吉王丸が企業誘致でしてきたでしょ。そこも、

あそこもですね、農振の問題じゃなかったっで

すよ。あそこは売買が、地権者がなかなかまと

まらぬだったからあそこはできなかったんです

よ。私は最初から入っとるから知っています。

だから今、既存の用地が空き地があればです

よ、よかけども、それはそういうまとまった土

地はなかでしょうもん、用途地域であっても。

だから農振を、農振に行かぬと、そういう７ヘ

クタールもってなればですよ、それは農振しか

ないですよ、八代は。だけん、そこはですね、

それは県と国も、もう今は自民党さんが政権と

っとるとやけん、どやんでんなっじゃなかです

か、市長に頑張ってもらえば。（笑声） 

 意味んなかですもん。（委員長増田一喜君

「いや、質問ですか。意見ですか」と呼ぶ） 

 いや、意見、意見も。（委員長増田一喜君

「いやいや、質問ですか。意見だったら別に答

弁する必要はないんですけれど、質問ですか、

今のは」と呼ぶ） 

 質問、質問です。 

 まあそういうことで、まとまった土地が、そ

ういう農振でなければないでしょう。だからそ

こを頑張ってくださいよ、市長に言うて。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。以前、

団地造成で地権者を回られて同意をとられた経

緯がございますけど、同意がとれなかったとこ

ろがあるというところでございますけど、最終

的には、そこの同意とれなかった場所を除きま

して、また再度県・国と交渉された経緯がござ

います。そのときも、やっぱりちょっとなかな

か厳しい状況でございましたので、その部分は

同意がとれた部分なんですけど、農地の、やっ

ぱり集団性とかそういうのを勘案したら、ちょ

っと厳しかったというところでございます。は

い。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。ですから、その

農振でもですよ、除外はできないことはないん

ですから、頑張って、中村市長さんに頑張って

もろうて、そういうぴしゃっとした土地をまと

められるようにお願いしときます。 

○委員長（増田一喜君） はい。意見ですね。 

○委員（村上光則君） はい、意見です。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。済みません、ち

ょっと教えてもらいたいんですが、フードバレ

ー基本戦略構想って、いつまで期間だったです

かね。 

○委員長（増田一喜君） 高﨑フードバレー推

進課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） はい。

特に期間等定めてはおりません。はい。県と一

緒になって、タイアップしながらやっていくと

いうことになっております。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） 続きですけど、県は、
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県もそういった意向なんですか。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 高﨑課長。 

○フードバレー推進課長（高﨑 正君） そこ

につきましてはですね、まずは、現知事の間は

やるということで、それ以降のことについては

お答えはいただいてないということです。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） ですよね。私もそやん

ふうに認識しとっとですよ。だけん、先ほど前

垣委員からも言われたですけど、用地のめどが

立ってから１０年とかって言うたら、そういっ

たニーズ的なものがもうないんじゃないですか

ね、はっきり言って。私はそう思いました。 

 あと、この選定委員会、何か地区の何か選定

さした委員会っていうのが、何か御紹介いただ

いたんですかね、多分あっとですけど、庁内で

ですかね。その構成とかっていうのをちょっ

と。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。選定委

員会につきましては、庁内の１４課、関係課１

４課で、そこの係長、課長補佐クラスの方を出

ていただいて、選定をして、７回検討会をした

経緯がございます。（委員野﨑伸也君「１４

課」と呼ぶ） 

 はい。（委員野﨑伸也君「ちょっと列挙して

もらってよかですか」と呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） 髙田フードバレー推

進課副主幹兼フードバレー推進係長。 

○フードバレー推進課副主幹兼フードバレー推

進係長（髙田剛志君） はい。フードバレー、

髙田です。 

 フードバレー推進本部におけます適地調査部

会の課名でございますが、平成２６年度行って

おります。企画政策課、財政課、資産税課、商

工振興課、観光振興課、国際港湾振興課、農業

政策課、農地整備課、農業委員会、環境課、都

市政策課、下水道建設課、土木建設課、用地課。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

ありがとうございました。 

 あと、コンサルにこれ、いろいろとつくって

もらったっていうようなお話されたんですけれ

ども、これぐらいだったら、だって自分たちで

できたっじゃなかろうかて私思うとですよ。

（笑声）いやいやまだです、まだです。 

 必要面積とか７ヘクタールとかってことなん

ですけど、以前も何かこういった話をされたと

きに、何かそうやってもう手挙げとる企業あっ

とですかって話を聞いたら、もう四、五社から

御案内ありますよっていう話はですね、私聞い

たというふうに思ってるんですけど、何とな

く、去年、毎年度国がですね、推計とかってい

う何か、こじつけられて何か出てきてるような

感じにしか見えないんですけど、実際今んとこ

どやんなんですか。何かオファーあってるんで

すか。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 先ほど、フー

ドバレーでアンケートをとりましたっていうと

ころで御紹介したところなんですけど、その中

で、そういうところが整備されれば立地したい

というような要望出されたところが、アンケー

ト結果の４７社中ですね、５社あったところな

んですけど、その中で、一応製造業に関係する

ところは１社ございました。あとは、そういう

食堂とかそういうところの業種になっておりま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。そういった立地

したいっていうようなところ、今立地したいっ

ていう話ですよね。１０年とか１５年とかかか
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るようなあれだったら、もう多分来ないです

よ、そういう会社。ちょっと遅いんじゃないで

すか、やり方が。 

 というのと、あと、この、いろいろ比較検討

されて５選定地区あっとですけど、南インター

と、②の、さっき言われた多分、村上さんが言

われたところかはわからぬとですけど、農村地

域工業等導入地区周辺、これは、農振除外の関

係からいえば、可能性としては同じ評価になっ

とじゃなかっですか。こんもらっとる評価の項

目のあれば見よったら、農村、２番のところは

１点になっとって、八代南インターんところは

４点になっとですけど、何の違うとですか。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） 一応こちらの

評価のほうですけど、１点ちゅうところは、そ

この下段の星印の２のところにありますよう

に、有効性、整備の効果、ここのほうで、アク

セスのしやすさですね、人の来やすさで評価を

しているところでございます。 

 農振除外につきましては、全て５地区とも、

――外港を除くあとの４地区はですね、全て農

振がかぶってるところでございまして、農振除

外のハードルはそんなに変わらないというとこ

ろがございます。この評価のところは、先ほど

言いましたように、有効性、整備の効果のアク

セスのしやすさですかね、人の来やすさのとこ

ろでちょっと差がついたところでございます。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。やっぱし意見で

言います、ちょっと。（笑声） 

○委員長（増田一喜君） いいですよ。今、質

疑、意見等。 

○委員（野﨑伸也君） あ、はい。じゃあもう

ちょい質問してよかです。 

○委員長（増田一喜君） はい。野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。評価項目のとこ

ろでですね、企業ニーズ、分類のところであっ

とですけど、これが、企業のニーズっていうの

は、先ほど言ったアンケートとかそういったと

ころも反映されての企業ニーズっていうことな

んですかね。そういった意味合いで捉えてよか

ですか。 

○委員長（増田一喜君） はい、川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。こちら

のほうに、企業ニーズの中で、大、小とか評価

が、重要度がしてありますけど、交通アクセス

とか初期投資ですね、こちらのほう、――企業

のほうのアンケートの調査では、交通アクセス

の利便性あたりが、重要視するというようなア

ンケートの結果になってるところで、大という

ところで評価項目を設定したところでございま

す。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。企業ニーズのほ

うも反映されてのことということで理解しまし

た。 

 最後に、このコンサル、これ幾らだったです

か。 

○委員長（増田一喜君） 川野課長。 

○商工政策課長（川野雄一君） はい。一応コ

ンサルの委託費といたしまして、４０５万円支

出しているところです。（笑声） 

○委員長（増田一喜君） いいですか。はい。 

○委員（前垣信三君） 意見も含めてよかです

か。 

○委員長（増田一喜君） はい。前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません。も

ともとこのフードバレーなんちゅうのは、県南

を何とかしようちゅう県の大政策ですよね。こ

れはフードバレーですから、６次産業でも興し

て、その農業を活性化させようという狙いがあ

る。 

 普通に、例えば農振を外す場合に、農家の人

がマンションを建てるなら外しやすい。 
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 そういう考え方からすれば、農振地域を全然

関係のない製造業が外そうと思うと非常に難し

いと思うとですけど、もとは、フードバレーで

アグリ産業が来るのに、（｢そうよ」と呼ぶ者

あり）外せれぬというのはないと思うとですよ

ね。そういうのが手挙げてこぬと県とも話がで

きぬのじゃなくて、ある程度どれぐらいかの広

さは、――基本的には農振を外すのは県なんで

すよね、特別大きくない限りは。だから、県が

自分たちで言っといて、外さぬなんちゅうこと

がおかしい。 

 だから、もう、今この適地があります、その

うちの２ヘクタールを何でもいいから基本的に

は外してくださいという、来る――どこが来る

来ぬじゃなくて、それを外さないかぬと思いま

す。 

 ただ、外すこと自体は農家も、本当に外され

たら固定資産税が上がるけん困った話にもなっ

とですけど、ある程度市がね、お膳立てして座

布団を敷かぬことには話は進まぬと思うとです

が、そのあたりを含めて県とですね、フードバ

レーよって、６次産業、農家のための分だけ、

何がしか外すような努力をしていただきたい

と、意見を申し上げておきます。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。 

 以上で、フードバレーやつしろ基本戦略構想

に基づく産業用地適地選定調査結果についてを

終了いたします。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（日

奈久温泉施設「西湯」ボイラー故障による休館

について） 

○委員長（増田一喜君） 次に、日奈久温泉施

設西湯ボイラー故障による休館についてをお願

いいたします。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、宮村経済文化

交流部総括審議員兼次長。 

○経済文化交流部総括審議員兼次長（宮村明彦

君） はい。引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

 今委員長からもありましたが、５月３日に日

奈久温泉施設西湯のボイラーが故障したため

に、５月３日から休館をさせていただいてま

す。その経緯、あるいは今後の対策につきまし

て、担当課長をもって説明させますのでよろし

くお願いいたします。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 委員長。 

○委員長（増田一喜君） はい、岩崎観光振興

課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。お疲れ

さまです。観光振興課の岩崎です。どうぞよろ

しくお願いします。座って説明させていただき

ます。 

 それでは、お手元に配付してあります２枚物

の資料で、日奈久温泉施設西湯ボイラー故障に

よる休館についてという資料に基づいて説明さ

せていただきます。 

 まず、１番目なんですけども、施設の概要と

いうことで、開設年月日が昭和４８年１月６日

ということで、既に４２年が経過してるという

ことです。建坪は９２.１６平米ということ

で、約２８坪ということになります。建物の構

造としましては、鉄筋コンクリートづくりの平

屋建てということで、住所は日奈久のほうの中

西町というようなことになります。営業時間は

午前と午後に分かれておりまして、午前が午前

６時から１０時まで、午後が午後２時から午後

１０時までというようなことです。 

 この施設は、平成１６年４月１日に日奈久財

産区から土地建物を無償で市が譲り受けたとい

うようなことになっております。あわせて、指
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定管理者制度を導入したりした施設でありまし

て、指定管理期間が、平成２４年の４月１日か

ら平成２９年の３月３１日までというようなこ

とになっております。 

 ２番目の、故障に至った経緯なんですけど

も、４月２９日、祝日になりますけれども、西

湯近隣の住民の方々から、西湯煙突から煙が出

ていたと温泉センターへ連絡がありました。従

業員がボイラーの温度やタイマーなどを確認し

たところ、特に異常はそのときは発見できませ

んでした。５月１日の金曜日なんですけれど

も、灯油の使用量が通常よりも多かったという

ようなことで、指定管理者から専門業者へ点検

を依頼したところです。５月２日の土曜日の日

に、業者が点検したところ、ボイラー内の配管

に破損があるということがわかりまして、漏れ

ているお湯の量はかなり多くなってまして、そ

れが蒸気として排出されているうちは運転に影

響はないとのことであったため、その日は通常

営業としたところです。しかし翌日、早朝ボイ

ラーからのお湯の漏れを確認しまして、お湯漏

れが外部に流出するほどになると、水位が点火

プラグ付近まで達している危険性があるため、

ボイラーを緊急に停止しまして、午後から営業

を休止したということです。 

 その後、市としての対応としましては、３番

目になりますけれども、休館というような情報

をですね、周知いたしました。まず、西湯、東

湯、それからばんぺい湯の３施設に、休館とい

うような表示をいたしております。それから、

市のホームページに掲載させていただいており

ます。それから、指定管理者を通じまして、地

元市政協力員、校区長さんへ連絡させていただ

いたところです。 

 その後、ふぐあい箇所の調査及び参考見積も

りを業者に依頼しております。当初はボイラー

のみの見積もり依頼をしたところですけれど

も、見ていただきましたら、ボイラー以外に

も、煙突の老朽化、あるいは館内送湯管の破損

などについて指摘があったところです。そこで

再度、そのそれらの指摘を含めました見積もり

提出を依頼し、その見積書をチェックしたとこ

ろ内容に再度不備があったため、再度見積書の

提出を依頼いたしました。 

 その後、提出された見積書を踏まえて、建築

住宅課と再度現地を確認しましたところ、煙突

の配管の断熱材が、もしかすればアスベストが

使われている可能性があるというようなこと

で、調査の見積もりを業者に依頼し、現在その

調査を発注したところでございます。現在は、

建築住宅課に見積書が上がってきておりますの

で、その改修費用の精査をですね、お願いし、

積算をあわせて行っているというようなところ

でございます。 

 それから、４番目のふぐあい箇所なんですけ

れども、次のページの写真を見ていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 全景が一番上の写真になります。コンクリー

トづくりの平屋建てということになります。 

 壊れておりますのが、給湯ボイラー１台とい

うことで、これは平成２０年に設置してまし

て、７年経過してるということです。ただ、こ

のボイラーは、３６５日のうち、１日、正月だ

けお休みということで、３６４日フル稼働して

るというような状況で、このボイラーがふぐあ

いということです。 

 それから、送湯ポンプ、２台ありますけど、

２番目になりますけど、このポンプのほうがふ

ぐあいということです。 

 それから、煙突というのが３番目、右手のほ

うに写真ありますけれども、これが、かなりさ

びがきてるというような状況と、構造上雨が入

りやすいような構造になってるというようなこ

とで、これらの取りかえが必要だろうなという

ことです。煙突から雨水が入って、ボイラーに

その水が浸透していったというようなことが大
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きな原因に考えられます。 

 それから、現在とめているわけなんですけれ

ども、モーターが動いてる状況です。モーター

が、とめているのにもかかわらずモーターが動

いているということは、どっかに漏れが生じて

るんだろうなということで、送湯管もですね、

どこかで亀裂が生じてるということで、そのあ

たりも、恐らく故障してるんではないかなとい

うようなことです。 

 最後に、この施設につきましては、平成２７

年度、今年度なんですけれども、八代市観光施

設あり方検討会の対象施設というふうになって

おります。 

 今回、ある程度状況がですね、明らかになっ

たところでの報告と思いまして、本日の報告に

なりました。反省しております。今後はさらな

るスピード感を持ってですね、対応していきた

いというふうに思います。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について、何か

質問、御意見等ありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、野﨑委員。 

○委員（野﨑伸也君） はい。大体幾らぐらい

なんですかね、修理。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） 岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） はい。業者さ

んからの参考見積もり段階では、これらの全て

改修すると、見積書だけなんですけども、約６

５０万というところ。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。（｢聞きおくだけやろ」と呼ぶ者あ

り）うん、別に。はい。 

 ほかには御意見、あるいは、ありませんか質

問。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 以上で、日奈久温泉施設西湯ボイラー故障に

よる休館についてを終了します。 

 当委員会の所管事務調査について、ほかに何

かありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。さきに、市民病

院のことについて経済企業委員会に報告があっ

たような気がしますが、もしよければ、その後

の進捗状況あたりも含めて、また後日説明でも

いただければと思いますんで、よろしくお願い

します。 

○委員長（増田一喜君） はい。ほかにありま

せんか。 

 はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 関連ですけど、そのと

きにですね、この前の説明のときに、もし建て

かえる場合は、何だったかな、何とか食肉セン

ターじゃなかった、市が持っとる土地があると

いうふうに話があったんですが、ちょっと私そ

こを知らないもんですから、皆さん多分御存じ

でしょうけども、そこを何か、見た後に話をし

ていただくと、大変助かりますけど。（｢現地

視察か」と呼ぶ者あり）現地のその、どのくら

いの面積。（委員村上光則君「でもこれ、診療

所はもうつくらぬちゅう話じゃなかった」と呼

ぶ）いやその辺は、今言われたように、その後

を聞かせてもらえば。 

○委員長（増田一喜君） はい、手を挙げて発

言してください。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（増田一喜君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） いや、この前の、何か

説明で、もうあれ、あり方検討委員会ではも

う、次、病院はつくらないちゅう話じゃなかっ
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たですか。 

○委員長（増田一喜君） いや、そうじゃない

ですよ。まだ３点に、――今、結論が今３点あ

りますけれども、またそれから検討して絞り込

むちゅうことで、一応終わってます。だけん、

この間の報告を聞きおくという形で終了したは

ずでございます。はい。（委員村上光則君「じ

ゃあ、まだ消えちゃおらぬとですね」と呼ぶ） 

 はい。（委員村上光則君「はい」と呼ぶ） 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） じゃあ、ない。よろ

しいですね。 

 それでは、以上で所管事務調査２件について

の調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。御異議なしと

認め、そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後０時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１２分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の派遣承認要求の件について

お諮りいたします。 

 本委員会は、平成２７年７月２９日から３１

日までの３日間、滋賀県近江八幡市、大津市、

彦根市に、産業・経済の振興に関する諸問題の

調査のため行政視察に参ることとし、議長宛て

派遣承認要求の手続をとらせていただきたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。異議なしと認

め、そのように決しました。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） はい。ないようで

す。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時１３分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に
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